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各分団のまとい組が迫力ある「まとい振り」を披露した

「火災ゼロ」を目指し、
� 決意新たに

消
防
団

�

出
初
式

　

東
北
町
消
防
団
出
初
式
が
１
月

８
日
、
南
総
合
運
動
公
園
内
で
行

わ
れ
、
消
防
団
員
ら
約
３
３
０
人

と
車
両
20
台
が
参
加
し
、
一
年
の

無
火
災
と
町
民
の
安
全
・
安
心
を

守
る
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

式
で
は
、
団
員
が
斗
賀
町
長
か

ら
観
閲
を
受
け
た
後
、
威
風
堂
々

の
分
列
行
進
や
迫
力
あ
る
ま
と
い

振
り
を
披
露
し
、
町
民
の
安
全
・

安
心
に
関
わ
る
士
気
を
高
め
ま
し

た
。

　

続
い
て
、
斗
賀
町
長
が
長
年
消

防
活
動
に
貢
献
し
た
団
員
を
表

彰
し
、「
本
日
の
出
初
式
を
契
機

に
、
任
務
に
つ
い
て
再
認
識
し
、

町
の
発
展
と
住
民
生
活
の
安
定
の

た
め
、
一
層
の
努
力
・
精
進
を
お

願
い
し
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
。
蛯

名
善
二
消
防
団
長
が
「
消
防
団
員

で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
郷

土
愛
護
と
義
勇
消
防
精
神
を
堅
持

し
、
消
防
技
術
の
練
磨
と
組
織
力

の
強
化
拡
充
の
た
め
、
更
な
る
精

進
を
」
と
訓
示
を
述
べ
ま
し
た
。
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2･3月の健康カレンダー
お問い合わせ：保健衛生課
東北町保健福祉センター　0175ｰ63ｰ2001
上北保健福祉センター　　0176ｰ56ｰ2933

がん検診を受けて

精密検査といわれたら
　精密検査は早期発見のチャンスです。がん
以外の病気（ポリープ、潰瘍等）も見つかる
ことが多いです。必ず精密検査を受けましょ
う。

　　　　　 早期発見・早期治療のために
　　　　　 がん検診を受けましょう。

　町では30歳から（子宮がん検診は20
歳）がん検診を受けることができ、費用
も無料です。
　本年度のがん検診は終了しています
（七戸病院人間ドックを除く）が、平成
29年度の健診申し込みを申し込みハガキ
にて受け付けています。世帯主宛に封筒
にてお送りしますので申し込みをお願い
します。

事業名 対　　象　　者 実　施　日 受付時間 実施場所

乳児健診
乳児相談

・３～４カ月児（小児科診察）

　（平成28年10月25日～

　　　　　　　　平成28年11月７日生まれ）

＊対象者には個別通知します

２月27日（月）

12：45 ～

　　13：00
七 戸 病 院

健 康 管 理

セ ン タ ー

（小児科診察と股関

節脱臼検査の日程が

別日になります）

・３～４カ月児（小児科診察）

　（平成28年11月８日～

　　　　　　　　平成28年11月14日生まれ）

＊対象者には個別通知します

３月６日（月）

・股関節脱臼検査

　（平成28年11月８日～

　　　　　　　　平成28年12月７日生まれ）

＊対象者には個別通知します

３月14日（火）
12：00 ～

　　12：15

幼児健診

・１歳６カ月児健診

　（平成27年７月、８月生まれ）
３月21日（火）

12：45 ～

　　13：00

東 北 町 保 健

福 祉 セ ン タ ー

・２歳６カ月児健診

　（平成26年７月、８月生まれ）
３月７日（火）

12：45 ～

　　13：00

上 北 保 健

福 祉 セ ン タ ー

・３歳児健診

　（平成25年７月、８月生まれ）
３月13日（月）

12：30 ～

　　12：45

東 北 町 保 健

福 祉 セ ン タ ー

・５歳児健診

　（平成24年２月１日～４月１日生まれ）
３月２日（木）

12：30 ～

　　12：45

東 北 町 保 健

福 祉 セ ン タ ー

ほがらか
教　　室

・40歳以上で自分または家族の協力で会場ま

で来られる方

・初めて参加する方は保健師までご連絡くだ

さい。

３月17日（金）
９：30 ～

　　12：00

東 北 町 保 健

福 祉 セ ン タ ー

３月６日（月）
９：30 ～

　　12：00

上 北 保 健

福 祉 セ ン タ ー

つつじ作業所

・心の病気を治療中で社会復帰を目指してい 

る方および家族の方

 （初めて参加する方は申請書等の提出が必

要ですので保健師まで連絡ください。）

毎週

月、水、木、金

10：00 ～

　　15：00
中 央 公 民 館

所内健康相談 ・町民

毎週水曜日
９：00 ～

　　15：00

上 北 保 健

福 祉 セ ン タ ー

毎週

火、木曜日

東 北 町 保 健

福 祉 セ ン タ ー

３月３日（金）
13：00 ～

　　15：00
宝 湖 館

乳幼児健診、予防接種などを受ける際は、母子健康手帳を忘れずにお持ちください。
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がん検診を受けよう！
　がんは日本人の死因の第１位であり、死亡
数は年々増え続けています。町の死因の状況
を見ると死因の２～３割が悪性新生物（が
ん）となっています。
　最近は診断と治療の進歩によって早期発
見・早期治療で治せるがんも増えてきていま
す。早期のがんは自覚症状がないことが多い
ため、症状がなくても定期的にがん検診を受
けましょう。
＜死因の状況＞　　　県保健統計年報より

１位 ２位 ３位

H24 悪性新生物
（30.2%）

心疾患
（16.4%）

肺炎
（13.5%）

H25 悪性新生物
（25.6%）

心疾患
（19.0%）

肺炎
（11.6%）

H26 肺炎
（22.5%）

悪性新生物
（21.4%）

心疾患
（14.0%）

� ※悪性新生物＝がん

○ がんにかかる人の約３割は現役世代 ○
　がんは高齢者に多い病気ですが、がんに
かかる人の約３割は40～64歳の現役世代
のため油断は禁物です。

仕事が忙しいなど
の理由で、がん検
診を受けずに過ご
していると…。

症状がある段階でがん
が見つかると、すでに
進行している可能性が
あります。

胃がん検診
　バリウムを飲んで行うＸ線撮影です。胃が
んだけでなく潰瘍やポリープなども発見でき
ます。

大腸がん検診
　便に潜む血液を調べる便潜血検査です。大
腸がんやポリープなどがあると、便の中に血
液が混ざることがあります。専用の検査容器
に２日分の便を採取して、検診日に提出しま
す。

肺がん検診
　胸部Ｘ線検査です。必要な場合は痰を採取
して肺がんの細胞が混じってないか調べる喀
痰細胞診を行います。

前立腺がん検診
　50歳以上の男性が対象です。採血をして前
立腺から分泌されるＰＳＡという物質を調べ
ます。

子宮がん検診
　20歳以上の偶数年の女性が対象です。子宮
頚部の細胞診を行います。

乳がん検診
　マンモグラフィ検査をします。マンモグラ
フィは専用のＸ線検査装置で、乳房を挟んで
圧迫して撮影します。

町で実施している
がん検診

症状が
出てから受診

忙しい
からなぁ…

残念ですが
進行性のがんです。

!?

健康家族

こんにちは保健師です

� 保健衛生課　江
え
刺
さし
家
か
　紅

く
実
み
子
こ
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◆制度の概要
　年金保険者（日本年金機構等）が年金を支払う際、公的年金等に係る個人住民税を差し引き、
納税義務者に代わって市区町村へ納入する制度（特別徴収）が平成21年10月から開始されました。
　これにより、高齢者が納税のために金融機関や役場へ出向く負担が軽減されることが期待され
ています。この制度は、個人住民税の納付方法を変更するものであり、新たな負担は生じません。

◆対象となる方
　４月１日現在で65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のあ
る方が対象となります。ただし、以下の方については対象となりません。
・介護保険料が年金から特別徴収されていない方
・特別徴収される個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方　など

◆対象となる公的年金
　国民年金法等に基づく老齢または退職を支給事由とする年金が対象となります。（老齢基礎年
金・老齢年金・退職年金等）ただし、障害年金や遺族年金など非課税の年金は対象となりません。

◆対象となる個人住民税
　公的年金等の所得に係る個人住民税が対象となります。
　公的年金等の所得以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る個
人住民税は、給与からの特別徴収（天引き）または普通徴収（納付書または口座振替）による納
付となります。

◆特別徴収が中止になる場合
　次の事由が生じた場合には年金特別徴収が中止となり、年金から特別徴収できなかった税額は
普通徴収（納付書または口座振替）による納付となります。
・特別徴収されている年金の支給が停止された場合
・納税義務者が死亡した場合
・介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止された場合
・その他、年金特別徴収が困難と認められた場合

※�１月１日（賦課期日）以後に町外へ転出した場合や、税額に変更が生じた場合などには、
公的年金からの特別徴収を停止していましたが、平成27年度税制改正により、平成28年
10月以後は、一定の要件の下、特別徴収を継続することになりました。

■お問い合わせ　税務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

個人住民税の公的年金からの特別徴収について



9 ２月
広報

◆新たに特別徴収が開始される年度
　年度前半は、年税額の４分の１ずつを普通徴収により６月（第１期）・８月（第２期）に納付し
ていただきます。年度後半は、年税額の６分の１ずつが10月・12月・２月の年金から特別徴収さ
れます。

普通徴収（納付書または口座振替） 年金特徴（本徴収）

年金支給月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

算 出 方 法 年税額の４分の１ずつ 年税額の６分の１ずつ

◆翌年度以降（平成29年度から）
　税制改正により、公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、平成29年４月以降実施さ
れる仮徴収は前年度の年税額の６分の１の額となります。

年金特徴（仮徴収） 年金特徴（本徴収）

年金支給月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

算 出 方 法 前年度の年税額の６分の１ずつ 年税額から仮徴収の合計額を差し
引いた金額の３分の１ずつ

　（例）

年　度 年税額
仮　　徴　　収 本　　徴　　収

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

Ｎ 60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Ｎ+１
（医療費控除増）

36,000 10,000 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000

Ｎ+２ 60,000 6,000 6,000 6,000 14,000 14,000 14,000

Ｎ+３ 60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

※年税額が２年連続の場合は平準化する

■お問い合わせ　税務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

仮徴収税額の計算方法の見直しについて

お知らせ
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避　 難　 準　 備　 情　 報 → 避　難　勧　告 → 避　難　指　示

⬇
避難準備・高齢者等避難開始 → 避　難　勧　告 → 避難指示（緊急）

◆避難準備・高齢者等避難開始
○いつでも避難ができるよう準備をしましょう。身の危険を感じる人は、避難を開始しましょう。
○�避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害のある方、乳幼児をお連れの方等）は避難を開始しましょう。
◆避難指示（緊急）
○まだ避難していない場合は、直ちにその場から避難をしましょう。
○�外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。
※必ずしも、この順番で発令されるとは限らないので、ご注意ください。
　�また、これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　青森県公安委員会では、運転適性について心配のある方や、そのご家族の皆さん等に対して、免許
の取得や更新が可能かどうか等についての運転適性相談を受け付けています。
　例えば・・・
◆一定の病気にかかっている、あるいはそのおそれのある方や、そのご家族
◆認知力や判断力が低下し、身体機能に不安がある方や、そのご家族
◆運転について不安をお持ちの高齢者の方や、そのご家族
◆物忘れが多いなど、ご家族の運転に不安をお持ちの方
◆視力、聴力を含め身体機能に不安のある方
■お問い合わせ先
青森県運転免許センター ℡ 017-782-0081（代表）

弘前自動車運転免許試験場 ℡ 0172-31-0737（代表）

八戸自動車運転免許試験場（八戸警察署） ℡ 0178-43-4141（代表）

むつ自動車運転免許試験場（むつ警察署） ℡ 0175-22-1321（代表）

その他、各警察署の交通課窓口

※電話によるお問い合わせは平日の午前８時30分～午後５時15分まで（事前に各窓口に連絡ください）

災害時の呼び掛け名称が変わりました

運転適性相談窓口を開設しています
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　平成27年10月からマイナンバーをお知らせする通知カードを送付していますが、郵便物を受け取っ
ていない場合には役場に返戻され、一時的に保管しています。何度か通知させていただきましたが、
一度も受け取っていない世帯は受け取りに来庁ください。
　また、返戻された通知カードは平成29年３月31日㈮をもちまして、破棄させていただきますので、
ご了承ください。
　◆世帯の人が受領する場合
　①本人確認書類（下記参照）が必要になります。
　◆代理人が申請する場合
　�　上記の①に加え、②委任状（世帯分離の方も必要）③代理人の本人確認書類（下記参照）が必要

になります。
　◆本人確認書類（有効期限の原本に限る）

１点でよいもの 運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳など
２点必要なもの 健康保険証、年金手帳、医療受給証、介護保険者証、診察券など

　※税金などの申告、勤務先への提出などで使いますので、ご確認お願いします。

　　　　　　　　 通知カード見本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■お問い合わせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町民課・町民課分室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ 0176-56-3111（内線150）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ 0175-63-2111（内線541）

　先発医薬品（これまで使われてきた新薬）の特許が切れた後に、医薬品メーカーが製造・販売する
「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」は、厚生労働省から「先発医薬品」と同じ有効成分を同量含ん
でおり、同等の効能や効果が得られると認められた医薬品です。
　先発医薬品に比べて薬の値段が３～５割程度安くなる可能性があります。ぜひジェネリック医薬品
をご活用ください。なお、ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。
※ジェネリック医薬品を希望する方は、「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください。
　（お薬手帳の表紙に貼り付け箇所があります）

■お問い合わせ
　青森県後期高齢者医療広域連合　℡ 017-721-3821
　町 民 課 後 期 高 齢 者 医 療 係　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111（内線546）

返戻されたマイナンバー通知カードの保管・破棄について

後期高齢者医療被保険者のみなさまへジェネリック医薬品のご紹介

お知らせ
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　財団法人自治総合センターでは、宝くじの受託
事業収入を財源としてコミュニティ活動を行う市
町村、地域住民のコミュニティ組織などを助成対
象にコミュニティの健全な発展を図るとともに宝
くじの普及活動事業を行っております。
　平成28年度は、町内会の意見要望を取りまと
め、ごみ収集箱の損傷が大きい町内から同補助金
を活用して50台更新しました。
　今回更新された新しいゴミ箱の設置により、鳥
獣等によるごみの飛散が生じるなど、衛生管理問
題の解決が見込まれます。

■お問い合わせ　上北保健福祉センター　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

宝くじ助成金で整備しました

　鶏等（下記の鳥類）を飼養している方は、家畜伝
染病予防法により、毎年２月１日現在の飼養羽数等
を県知事あてに報告が義務付けられています。
　愛玩用として少羽数飼養している場合でも、万が
一、高病原性鳥インフルエンザ等が発生すれば、近
隣養鶏場の卵や鶏肉の出荷が制限されるなど、養鶏
産業に多大な被害を及ぼすことから、防鳥ネットの
設置や定期的な清掃・消毒等、適正な飼養管理に努
めるとともに、下記のとおり定期報告書の提出をお
願いします。
○対象鳥類
　�鶏（比内地鶏・ウコッケイ・シャモ・チャボ・あ

すなろ・声良・金八などを含む）、あひる、うず
ら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、ダチョウ
○報告書類
　�十和田家畜保健衛生所ホームページに掲載してい

ます。また、十和田家畜保健衛生所、市町村畜産
担当課にも報告書等を用意しています。
○報告期日　平成29年３月31日㈮まで
○提 出 先
　上北地域県民局　十和田家畜保健衛生所
　〒034-0093　十和田市西十二番町19-23
　℡ 0176-23-6235　FAX 0176-23-3044
※持参、郵送またはFAXで提出してください。

　政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、
青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険
制度の導入が決定されました。
　新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、
平成29年３月15日㈬までに、最寄りの税務署に「青
色申告承認申請書」を提出する必要があります。
　この申請を行えば、平成29年分の所得から、青色
申告を行うことができます。（申告時期は平成30年２
～３月）
　青色申告は、自分の経営を客観的につかむための
重要なツールです。青色申告には、税制上のメリッ
トもあります。

◆青色申告のメリット

○青色申告特別控除
　�「正規の簿記」の場合は65万円を、「簡易な方式」

の場合は10万円を所得から控除可能です。
○損失の繰り越しと繰り戻し
　�損失額を翌年以後３年間（法人９年間）にわたっ

て繰り越して、各年分の所得から控除可能です。
　�また、繰り越しに代えて、損失額を前年に繰り戻

して、前年分の還付を受けることも可能です。
■お問い合わせ
　東北農政局青森県拠点地方参事官室
　℡ 017-775-2151

鶏等を飼養している皆様へ 収入保険制度に関するお知らせ



13 ２月
広報

　東北町では、町内に居住する食事の調理が困難な高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して食事を提供す
ることにより、健康の保持および介護予防を図るとともに安否確認を行い、自立した生活が送れるよう支援
するための配食サービス事業者を募集します。
◆事業者の条件
　①食品衛生法に定める営業許可があること
　②損害賠償保険に加入していること
　③高齢者の安否確認ができること
　④月曜日から金曜日までのうち、１食以上５食以内を直接、利用者へ配達すること
　※配達は一部地域のみでも可
◆事業概要
　・事業の開始は平成29年４月からを予定しています。
　・町と配食サービス事業委託契約を締結し、配食実績に基づき委託料を支払います。
　・利用者からは自己負担の料金を徴収していただきます。
◆募集期間
　平成29年２月１日㈬～平成29年２月28日㈫
■お問い合わせ
　福祉課地域包括支援センター　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111（内線130）

　中部上北広域事業組合消防本部では救命講習を実施しています。町民のみなさまも心肺蘇生法・ＡＥＤ講
習を受講してみませんか？あなたは大切な人が倒れたときに何ができますか？
　また、従来の心肺蘇生法は2016年９月に一部改正となりましたので、この機会に心肺蘇生法とＡＥＤの使
用法をみんなで学びましょう。
　主な改正点は次のとおりです。
①乳児にもＡＥＤが使用できるようになりました。
②「救命の連鎖」に「心停止の予防」が加わりました。
③心肺蘇生の流れを簡素化し、全年齢層で統一されました。

開催日時 開催場所 受付期間 募集人数 問い合わせ先

平成29年２月12日㈰
９：00～12：00 中央消防署 平成29年２月11日㈯まで 30人 中央消防署

℡ 0176-62-3141
平成29年２月19日㈰

９：00～12：00 上北消防署 平成29年２月18日㈯まで 20人 上北消防署
℡ 0176-56-2119

平成29年２月26日㈰
９：00～12：00 東北消防署 平成29年２月25日㈯まで 20人 東北消防署

℡ 0175-63-2520
※募集定員になり次第、締め切りとなります。
◆対象者は、中学生以上の方になります。また、受講料は無料です。
◆受け付けは、各消防署窓口で行います。（電話での受け付けも行っています）
◆詳細については、消防本部ホームページ（http://chubukamikita-fd.jp/）にも掲載しております。
　ホームページでは各種様式もダウンロードできます。

配食サービス事業者を募集します

救命講習を実施します

お知らせ



14２月
広報

　平成29年度から支給制度が新しくなります。
　交通災害共済は、交通事故にあった際に見舞金や弔慰金が支給される制度です。
　交通事故にあったら必ず警察に届け出しましょう！
　加入の受け付けが始まっています。

　◆年会費　１人　350円
　◆見舞金が10等級制から４等級制になりました。
　１等級　弔慰金（死亡）100万円
　２等級　特別見舞金（後遺障害等）50万円
　３等級　重傷（治療30日以上）７万円
　４等級　軽傷（治療30日未満）３万円

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　県では、納税証明書の交付申請の際、窓口においでいただいた方の本人確認および代理人申請の場合の委
任関係確認を行っております。
◆納税証明書の交付申請に必要なもの

� 必要なもの

証明書の種類
本人確認書類

（※）
本人の印鑑

（法人の場合は代表者印）
青森県収入証紙
（400円/１部）

自動車検査証
（コピー可）

事 業 税
（個人・法人） ○ ○ ○

自動車税
（滞納がない旨の証明） ○ ○ ○ ○

自動車税
（車検用） ○ ○ ○

　※ 例として、次に掲げる書類を提示していただきます。
　１枚の提示で足りるもの…運転免許証、旅券（パスポート）などの写真付公的書類
　２枚の提示が必要なもの…健康保険被保険者証、年金手帳など
　本人確認書類に記載された識別番号等を記録しますので、あらかじめご了承ください。
◆代理人が申請する場合は、上記の書類に加えて本人（法人の場合は代表者）からの委任状が必要です。
　・ご家族または従業員の方であっても委任状が必要です。
　・�委任状には必ず本人が署名および押印（法人の場合は代表者の署名および代表者印の押印）をしてくだ

さい。
　・�委任されたかどうかについて、本人に電話で確認することがありますので、あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ　上北地域県民局県税部納税管理課　℡ 0176-22-8111（内線290）

家族そろって交通災害共済に加入しましょう!

県税納税証明書交付申請時の本人確認および委任関係確認について

イメージキャラクター ONEくん



15 ２月
広報

【問】　歴史民俗資料館　℡ 0176-56-3111 【問】　社会教育課　℡ 0176-56-3111

２月19日（日）　午前10時　町民文化センター

郷土芸能発表会
３月５日（日）　午前10時　町民文化センター

芸能発表会

～ 自衛官募集 ～

この今を、未来を、守る。

募集種目 応　募　資　格 受　付　期　間 試　験　期　日 試験場所（予定）

自衛官候補生 男 18歳以上27歳未満
年間を通じて

行っております
受付時にお知らせ

いたします
受付時にお知らせ

いたします

◎　応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。

■　細部については、下記までお問い合わせください。
〒033－0037　　　三沢市松園町三丁目６－16　中野プラザビル２Ｆ（ユニバース隣）
　　　　　　　　　自衛隊青森地方協力本部　三沢募集案内所
　　　　　　　　　電話およびＦＡＸ　0176－53－1346（平日８：45～17：30）
　　　　　　　　　e-mail ： aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp

 三沢市 
◆みさわおもちゃ病院
・と　き　２月26日㈰　10：00～12：00
・ところ　県立三沢航空科学館
　　　　　エントランスホール
・問合せ　県立三沢航空科学館
　　　　　℡ 0176-50-7777

 十和田市 
◆十和田湖冬物語
・と　き　２月３日㈮～26日㈰
・ところ　十和田湖畔休屋特設イベント会場
・問合せ　十和田湖冬物語実行委員会
　　　　　℡ 0176-75-2425

 野辺地町 
◆のへじ停車場ランタンまつり
・と　き　２月４日㈯　13：00～20：30
・ところ　野辺地町観光物産PRセンター
・問合せ　のへじ停車場まつり実行委員会事務局
　　　　　エーワン・ラーイズ
　　　　　℡ 0175-64-3511

お知らせ



16２月
広報

■お問い合わせ　町民課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

マイナンバーカードの交付申請はお済みですか？



17 ２月
広報

２月の番組内容紹介
◆ニュースフラッシュとうほく
◆各課のお知らせ
◆広報とうほくテレビ版
◆認知症サポーター
◆あおもりロコトレ
　運動器の障害を予防するための体操（放送時間１時間）
◆学校紹介番組　第一小学校「米づくり体験学習」（放送時間30分）
◆学校紹介番組　閉校記念「第一小学校・小川原小学校の軌跡」【新】（放送時間30分）
◆イベントチャンネル
　①東北町秋まつり（放送時間30分）
　②日の本中央まつり（放送時間30分）
　③生き活き産業文化まつり（放送時間30分）
◆サイエンスチャンネル　アスリート解体新書（放送時間30分）
◆なにものにも負けず～近代文学の夜明けを駆け抜けた大塚甲山～（放送時間30分）

＊テレビの番組表は、テレビリモコンの「番組表」ボタンで確認することができます。
＊�毎日、番組放送内容をずらして放送いたしますので、その日の放送番組は、テレビリモコンの「番
組表」で確認してください。
＊放送内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

地デジ11ｃｈ 東北町テレビ （放送時間6：00～22：00）

学校紹介番組「第一小学校・小川原小学校の軌跡」

今月のピックアップ番組

東北町テレビにて放送しますのでぜひご覧ください。

お知らせ



18２月
広報

社会福祉協議会に４件の
寄付がありました

◆�暮らしと健康を考える会（中根
久美子会長）は12月21日、地域
福祉に役立ててくださいと、生
き活き産業文化まつりのバザ
ー収益１万円を社会福祉協議
会に寄付しました。
◆�乙供文化保育園（久保田利子園
長）は12月21日、地域福祉に役
立ててくださいと、プルタブや
ペットボトルキャップを集め
て清算した3,277円を社会福祉
協議会に寄付しました。
◆�佐藤キヤさん（南町）は12月26
日、地域福祉に役立ててくださ
いと２万円を社会福祉協議会
に寄付しました。
◆�玉勝温泉の髙橋誠之助さん（旭
町）は１月６日、地域福祉に役
立ててくださいと５万円を社
会福祉協議会に寄付しました。

上北小学校へぞうきんの寄付

　上北地区のいきいき教室（蛯名
三夫学級長）は12月16日、掃除や
学校生活に役立ててくださいと、
ぞうきん約50枚を上北小学校（長
尾誠治校長）に寄付しました。

奨学基金に寄付がありました

　玉勝温泉の髙橋誠之助さん（旭
町）が１月６日、コミュニティセ
ンター未来館を訪れ、学校教育に
役立ててくださいと、町奨学基金
に５万円を寄付しました。

ぎんなん寮
クリスマスローズと雪割草フェア

◆日　時
　平成29年２月11日㈯～ 19日㈰
　　　　　　　９：45 ～ 17：00
◆場　所
　�ぎんなん寮（直売所ハンズおよ
び大温室周辺）
◆販売品
（園芸商品）
　クリスマスローズ、雪割草など
（加工商品）
　ハム、ソーセージなど
（喫茶）
　ドライハーブ、ハーブティー
◆催　事
・�園芸商品が全て表示価格より
10％割引（友の会会員20％割引）
・�八重咲、一重咲、アネモネ咲や
花色のバリエーションを展示
販売
■お問い合わせ
　ぎんなん寮　℡ 0176-56-5121

水道管の凍結に
注意してください

　冷え込みが厳しくなり、水道管
の凍結が予想されます。
　自宅の漏水修理は、町指定工事
業者へ依頼してください。
　修理費用は本人負担ですが、漏
水した分の水道料金は減免対象
になります。
※�減免は町指定工事業者の修理
が原則です。
■お問い合わせ
　水道課　℡ 0176-56-3111

障害者雇用促進セミナー
就職面接会のご案内

　公共職業安定所では、事業者を
対象とした障害者雇用セミナー
を開催します。
◆日　時
　平成29年２月16日㈭
　13：00 ～ 16：00
◆場　所
　ホテルグランヒルつたや
� 「松寿の間」
■お問い合わせ
　野辺地公共職業安定所
　雇用指導官　℡ 0175-64-8609
※�定数がございますので、お早め
にお問い合わせください。

２月20日㈪は
� 「身体・知的障害相談」
３月６日㈪は
� 「弁護士無料相談」
※弁護士無料相談は予約制
【問】十枝内総合法律事務所
　　　℡ 0176-21-4005

【問】福祉課
　℡ 0176-56-3111
　℡ 0175-63-2111

～人権、行政相談～

善意の寄付 お知らせ お知らせ

○時間　午前10時～正午
○場所　コミュニティ
　　　　センター未来館

２月20日（月）

○時間　午前10時～正午
○場所　東北町役場
　　　　本庁舎２階和室

３月６日（月）



19 ２月
広報

☆ハガキに住所・氏名・年齢・
電話番号と答えを書いて送って
ください。応募の際、広報など
についてのご意見もお待ちして
おります。
☆応募先－〒039－2492
　東北町上北南四丁目32－484
　役場企画課「クイズに挑戦」係
☆応募締切－２月16日㈭

　出初め式には消防団員ら

約何人が参加？�（ヒントＰ２）

　避難準備情報の新しい

呼び掛け名称は？
� （ヒントＰ10）

　郷土芸能発表会は２月

何日に開催？� （ヒントＰ15）

１月号の答え
①12年
②23名
③マイナンバー

１月号当選者
○蛯　名　未　聖　さん
○大　丸　　　健　さん
○大　坂　チ　ヱ　さん
○澤　居　まさ子　さん
○新　山　千絵美　さん

国民年金保険料は
口座振替がお得です

　国民年金では、保険料を前払い
すると割引がある「前納」という
制度があり、口座振替による前納
と現金納付やクレジットカード納
付による前納があります。

クレジットカード
でも納付できます

　平成29年４月より口座振替に
加えて現金・クレジットカード
納付についても割引額の大きな
２年前納がご利用いただけるよ
うになります。現在の口座振替に
よる２年前納と同じく４月分か
ら翌々年３月分までの保険料を
４月末に納付いただきます。
　ただし、有効期限を迎えるクレ
ジットカードの場合、更新時に
改めて手続きが必要な場合があ
りますのでご注意ください。クレ
ジットカードで納付をご希望の
方は青森年金事務所までお問い
合わせください。
 【問】 青森年金事務所
　　　℡ 017-734-7495

予約の申し込みは
「ねんきん」ダイヤルへ

　日本年金機構では、平成28年10
月から全国の年金事務所で年金
相談の予約を実施しています。
　年金事務所の窓口で年金請求
の手続きや、受給している年金に
ついての相談を希望する方は予
約相談をご利用ください。なお電
話をする際には基礎年金番号ま
たは年金証書番号をお知らせく
ださい。
◆電話番号　0570-05-1165
◆受付時間
　月　曜　日　８：30 ～ 19：00
　火～金曜日　８：30 ～ 17：15
　第２土曜日　９：00 ～ 16：00
　※�月曜日が祝日の場合翌開所
日は午後７時まで受付

◆受付期間
　予約相談希望日の１カ月前か
ら前日まで

　通常の振替日は翌月末ですが、
当月末振替にすると月々の保険
料が50円安くなります。
　６カ月分の前納は、４月から９
月までの保険料を当年４月末ま
でに納め、10月分から翌年３月
分までの保険料を当年10月末ま
でに納めます。口座振替の場合は
４月末または10月末に振り替え、
１年前納は４月分から翌年３月
分までの保険料を当年４月末に
振り替えます。

今月の相談日は

時　間：午前９時30分
　　　　～午前11時30分
場　所：町保健福祉センター
　　　　相談室
問合せ：町社会福祉協議会
　　　　℡ 0175-63-2717

東北町心配ごと相談所

２月15日（水）

国 民 年 金

今月の

と　き：２月18日(土)

　　　　　　午後２時～

ところ：町立図書館

　　　　乙供分室

　　　　（中央公民館内）

問合せ：町立図書館

　　　　℡ 0176-56-2261

おはなし会

お知らせ










